
令和 8 年 2 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（全部適用）

河南町下水道事業経営戦略

平成5年度
（供用開始後28年）

河南町

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

34.8人／ha

なし  （流域関連下水処理場である大井水みらいセンターに接続）

処 理 区 数 1処理区  （大井処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成28(2016)年度に「南河内4市町村下水道事務広域化協議会」を設置し、下水道事務の相互連携を進め
ている。

一般家庭用 使用料体 系の
概 要 ・ 考 え 方

現行使用料施行年月日平成5年6月17日
二部使用料制（基本使用料と従量使用料）を採用下水道使用料算定表（税別）

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

有

区分 基本料金

１ｍ３以上 10ｍ３まで 65円

11ｍ３以上 20ｍ３まで 75円

21ｍ３以上 30ｍ３まで 85円

31ｍ３以上 40ｍ３まで 95円

41ｍ３以上 50ｍ３まで 115円

51ｍ３以上 100ｍ３まで 135円

101ｍ３以上 150ｍ３まで 155円

151ｍ３以上 175円

従量料金（１ｍ３につき）

一般汚水 260円



1,660 円 1,997 円

1,660 円 2,033 円

1,660 円 2,017 円

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

実績なし

W-PPP導入に向けて、令和６年度から近隣市町村と共同しての導入可能性調査
の実施

 イ　指定管理者制度

電子計算機等保守管理業務、マンホールポンプ維持管理業務、事業場排水規制
等補助業務など専門的な技術力が必要な業務を委託。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

令和4年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

他と区別していない

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

特になし

　公営企業は、受益者負担による経営の自立性を高める必要がある。
　本町の下水道普及率は、94.１％で概ね概成している。しかし、経費回収率（汚水処理費に占める使用料の割合）は、公共下水道事業で68.79%、特定環境保全公
共下水道事業で70.35％である。
　汚水処理原価（有収水量1㎥に占める汚水処理費）は供用開始当初から流域での共同処理を行っており、汚水処理費を低く抑えた結果、汚水処理原価（有収水
量1㎥に占める汚水処理費）は公共下水道事業で147.85円／㎥、特定環境保全公共下水道事業で144.21円／㎥である。しかし、使用料単価（有収水量 1㎥あたり
の使用料単価）は公共下水道事業で102.36円／㎥、特定環境保全公共下水道事業で89.93円／㎥である。よって、汚水処理費（汚水処理に要する費用で、維持
管理費と資本費から成る）を下水道使用料で賄えていない。下水道事業費の不足分は、河南町一般会計からの繰入金で充当している。
　以上のことから、経費回収率の向上を考察した場合、使用料の改定が必須である。
※数字は、令和5年度(2023年度）現在
令和5年度決算「経営比較分析表」を添付

職 員 数 担当職員4名

実績なし

実績なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

民 間 活 用 の 状 況

まち創造部 都市環境課

下水道総務

下水道工務



２．将来の事業環境

（１）

（２） 有収水量及び使用料収入の見通し

（３）

（４）

有収水量については過去の実績をもとに水洗化率を95%とし、一人あたりの使用水量を104㎥として上記の人口推計を踏まえて算出。
また、使用料収入については上記の水量をもとに、現行の基本料金及び従量料金体系を踏まえ算出。

施設の見通し

令和6(2024)年度は老朽化資産（布設から75年を超過している管路）はないが、経年化資産（布設から51年以上75年以下の管路）は全延長の約20％である。
令和31(2049)年度に健全資産（布設から50年以下）は全延長の約41％となり、経年化資産が全延長の約39％に増加する。また、老朽化資産が全延長の20％を占
めている。以降、健全資産は減少し、令和56(2074)年度に経年化資産が約41％とな り、老朽化資産が約59％となる。
道路陥没等の事故を未然に防止し、管路施設の継続的な使用を維持していくために、計画的かつ継続的に管路の改築を図っていくことが必要となる。

組織の見通し

処理区域内人口の予測

本町では、平成28年3月に人口減少・人口構造変化が地域の将来に与える影響の考察をした「河南町ひとづくりビジョン（人ロビジョン）」を策定しており、そこでは河
南町将来展望人口と総人口の推移が示されているが、本経営戦略の行政区域内人口は、下水道事業を経営する上で、より厳しい国立社会保障・人口問題研究所
による人口推計（令和５(2023)年推計）を採用する。

下水道事業の職員数は平成14年度の6名、平成18年度の5名、平成22年度から4名、令和2年度から3名と人員削減し、組織の効率化と人件費の削減を目的とする
取組みを行っている。
今後も安定的で円滑な経営の維持を図り、全庁的な取り組みの中で引き続き効率的な人員の配置と組織再編が重要となる。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

・財源の目標に関する事項
　住民負担の軽減及び平準化を図るため、計画に基づいた起債の活用や下水道整備・下水道施設老朽化対策・雨水整備のための国庫補助金の確保に努める。
・使用料収入の見通しに関する事項
　下水道普及率は、令和6年末時点で94.5％に達しており、今後普及率の向上による使用料収入の増加は見込めない。さらに人口減少や節水機器の普及により有
収水量が減少、使用料収入の見通しは、今後10年間で10％ほど減少する見通しである。
・経費回収率の見通しに関する事項
　経費回収率は60%台に留まる見込みであり、目標の80%を下回るため、下水道使用料改定の検討が必要である。
・企業債に関する事項
　下水道事業は概成しているため、下水道整備事業費の減少により今後10年間で起債残高が約7億円減少し、令和12年度末で約20億6千万円の残高の見通しで
ある。
・繰入金に関する事項
　今後10年間の見通しとして、河南町一般会計からの繰入金が年間で約1億3千万円であるものが10年後には2億円程度必要になると見込まれる。公営企業に求
められる自立経営のために、経費削減と業務の効率化、下水道使用料の見直しによる繰入金の抑制が必要である。

①公共下水道末整備箇所の整備促進
②効率的な維持管理
③雨水対策整備事業の促進

・流域下水道維持管理負担金は府試算値に基づいて設定した。
・減価償却費は既往分に令和7(2025)年度以降の投資に係る減価償却費を加算した。
・支払利息について、新債分の利息は利率を1.7％と設定し、償還期間は①資本費平準化債に係る起債償還は、17年の元金均等償還うち3年据え置き②その他建
設改良費等に係る起債償還は、40年の元利均等償還うち5年据え置きの借入条件とした。
・企業債償還金について、支払利息と同じ条件で算出した。
・その他、実績を踏まえつつ、物価上昇率2%、人件費上昇率2.4%を見込んだ。

目 標 収支計画の策定の前提となる長期財源試算の結果及びそれに基づく長期目標

①公共下水道未整備箇所の整備促進
　投資効果を踏まえつつ、未普及地域に管路施設の幣備を実施する予定である。
②効率的な維持管理
　下水道事業ストックマネジメント計画に基づき、効率的に進めていく予定である。
③雨水対策整備事業の促進
　大宝地区の雨水整備事業を実施する予定である。
　計画的に整備を進め、投資額を平準化することに留意する。

なお、毎年度２％の物価上昇率を踏まえて、投資計画を策定している。

今後、経費回収率８０％以上を達成するために、下水道使用料の改定を含めた経営改善を考えていく必要がある。
また、毎年度計画数値と決算を比較することで、どの程度乖離が生じているかを把握し、重要指標による評価を行い、経営の適切性について検証する。
詳細は経費回収率向上に向けたロードマップ参照。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

PDCAサイクルに基づき進捗状況を毎年確認。必要に応じて中間年度（概ね5年後）に見直しを行うが、新たな取り
組みや計画の変更があった場合、見直しは都度行う。

職員給与費に関する事項
今後は下水道事業を継続する人員体制の構築が重要な課題と考える。人事異動や退職者の増加等に
よる技術力の低下を防ぐための人材育成等が必要。

動力費に関する事項 マンホールポンプ改築時に省電力型の設備の導入に努める。

修繕費に関する事項
マンホール蓋の老朽化に伴う取替工事が必要になるため、維持管理に伴う他の設備の修繕とのバラン
スを考え、効果的な予算執行に努める。

委託費に関する事項
施設の維持管理に要する業務については、予防保全の観点から積極的に実施していくが、業務範囲や
発注方法の最適化を検討し、経費の削減及び経営の効率化を図る。

その他の取組 特になし。

薬品費に関する事項 薬品を使用する処理場等がないため、対象なし。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

「南河内4市町村下水道事務広域化協議会」における検討に加え、先進事例を踏まえて、包括民間委
託等の実現方法を模索する。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 特になし。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

現在、活用できる資産の見込みはないが、今後活用できる資産が発生した場合、検討する。

河南町下水道事業は、河南町の税収を財源とする基準外繰入金で収支ギャップ（収入で支出を賄えな
い状態）を解消している状態である。収支ギャップ解消に係る取組等の合理化・効率化を実行しても収
益確保が見込めない状況のため、使用料改定を検討する必要がある。

使用料の見直しに関する事項

特になし。

現在のところ予定はないが、情報収集を図りながら、民間活力の活用を検討していく。

下水道ストックマネジメント計画を活用し、老朽化した施設の対策と平準化を図る。

「南河内4市町村下水道事務協議会」における技術継承の共同研究とアウトソーシングの共同処理につ
いて、継続して取り組んでいく。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 143,955 140,015 140,504 148,384 146,645 144,906 143,166 141,427 139,576 137,726 135,875 134,025
(1) 140,075 135,390 136,624 134,884 133,145 131,406 129,666 127,927 126,076 124,226 122,375 120,525
(2) (B)
(3) 3,880 4,625 3,880 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

２． 258,382 286,857 271,226 267,779 275,138 284,162 295,324 306,873 316,254 326,337 335,182 345,130
(1) 110,811 120,420 117,734 114,874 122,127 131,266 142,344 153,695 163,442 173,669 183,494 194,023

110,811 120,420 117,734 114,874 122,127 131,266 142,344 153,695 163,442 173,669 183,494 194,023

(2) 146,911 147,090 146,555 145,968 146,074 145,959 146,043 146,241 145,875 145,731 144,751 144,170
(3) 660 19,347 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937 6,937

(C) 402,337 426,872 411,730 416,163 421,783 429,068 438,490 448,300 455,830 464,063 471,057 479,155
１． 368,236 394,182 379,028 383,477 389,310 397,023 407,163 417,438 426,170 435,743 444,046 452,912
(1) 7,572 7,866 8,055 8,248 8,446 8,649 8,856 9,069 9,287 9,509 9,738 9,971

7,572 7,866 8,055 8,248 8,446 8,649 8,856 9,069 9,287 9,509 9,738 9,971

(2) 99,228 124,858 110,466 116,137 121,821 129,518 139,230 148,556 157,896 167,251 177,021 186,806

2,533 2,050 2,790 2,845 2,902 2,960 3,020 3,080 3,142 3,204 3,269 3,334
543 664 394 402 410 418 426 435 443 452 461 471

96,152 122,144 107,283 112,890 118,509 126,140 135,784 145,041 154,311 163,594 173,291 183,002
(3) 261,436 261,458 260,507 259,092 259,043 258,856 259,077 259,813 258,987 258,983 257,287 256,134

２． 34,088 32,666 31,393 30,625 30,219 30,117 30,034 29,921 29,557 29,135 28,671 28,175
(1) 33,764 31,409 30,828 30,060 29,654 29,552 29,469 29,356 28,992 28,570 28,106 27,610
(2) 324 1,257 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565

(D) 402,324 426,848 410,421 414,102 419,529 427,140 437,197 447,359 455,727 464,878 472,717 481,087
(E) 13 24 1,309 2,061 2,254 1,928 1,293 941 104 △ 815 △ 1,659 △ 1,932
(F)
(G) 14 24
(H) △ 14 △ 24 - - - - - - - - - -

△ 1 - 1,309 2,061 2,254 1,928 1,293 941 104 △ 815 △ 1,659 △ 1,932
(I)
(J) 108,755 120,446 84,546 84,367 84,903 85,209 85,209 85,209 85,209 85,210 85,210 85,210

28,401 36,811 22,771 22,481 22,191 21,901 21,611 21,321 21,013 20,704 20,396 20,087
(K) 303,422 305,834 259,145 228,476 223,826 229,956 232,342 235,872 213,799 210,091 205,155 200,155

204,846 196,218 191,926 184,765 180,440 177,469 171,639 166,023 159,762 156,053 151,117 146,117

96,806 107,781 65,419 41,911 41,586 50,687 58,903 68,049 52,237 52,238 52,238 52,238
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 143,955 140,015 140,504 148,384 146,645 144,906 143,166 141,427 139,576 137,726 135,875 134,025

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全 化法第 22条 により算定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財 政法施行 令第15条第１ 項により算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和８年度 令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

本年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 102,500 133,400 107,800 120,000 128,700 127,100 122,700 103,500 96,900 89,100 85,500 80,900

51,600 90,300 82,000 78,000 71,000 67,000 60,000 49,000 40,000 30,000 24,000 17,000

２． 53,922 17,444 45 45 45 45 4,236 8,738 13,389 18,084 21,920 24,822

３．

４．

５．

６． 34,550 33,000 18,894 34,902 26,074 26,622 27,180 16,491 16,847 17,213 17,586 17,967

７．

８． 573 3,752

９．

(A) 191,545 187,596 126,739 154,947 154,819 153,767 154,116 128,729 127,136 124,397 125,006 123,689

(B)

(C) 191,545 187,596 126,739 154,947 154,819 153,767 154,116 128,729 127,136 124,397 125,006 123,689

１． 98,422 100,699 46,298 79,325 85,680 88,785 91,914 72,543 75,269 78,011 80,769 83,544

11,491 13,120 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022 10,022

２． 211,682 204,846 196,218 191,926 184,765 180,440 177,469 171,639 166,023 159,762 156,053 151,117

３．

４．

５．

(D) 310,104 305,545 242,516 271,251 270,445 269,225 269,383 244,182 241,292 237,773 236,822 234,661

(E) 118,559 117,949 115,777 116,304 115,626 115,458 115,267 115,453 114,156 113,376 111,816 110,972

１． 114,663 114,507 114,892 114,064 113,909 113,837 113,974 114,512 114,052 113,376 111,816 110,972

２．

３．

４． 3,896 3,442 885 2,240 1,717 1,621 1,293 941 104

(F) 118,559 117,949 115,777 116,304 115,626 115,458 115,267 115,453 114,156 113,376 111,816 110,972

- - - - - - - - - - - -

(G)

(H) 2,806,485 2,735,039 2,646,621 2,574,695 2,518,630 2,465,290 2,410,521 2,342,382 2,273,259 2,202,597 2,132,044 2,061,827

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

110,811 120,420 117,734 114,874 122,127 131,266 142,344 153,695 163,442 173,669 183,494 194,023

46,396 72,350 53,120 51,083 59,158 69,121 81,022 93,195 103,817 114,919 125,620 136,149

64,415 48,070 64,614 63,791 62,969 62,145 61,322 60,500 59,625 58,750 57,874 57,874

51,511 15,104 45 45 45 45 4,236 8,738 13,389 18,084 21,920 24,822

202 24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

51,309 15,080 - - - - 4,191 8,693 13,344 18,039 21,875 24,777

162,322 135,524 117,779 114,919 122,172 131,311 146,580 162,433 176,831 191,753 205,414 218,845

令和１６年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度 令和１４年度令和８年度本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和１５年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度

他 会 計 負 担 金

令和１６年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

本年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度



供用開始年月日 平 成 ６ 年 ３ 月 １ ６ 日

処理区域内人口 13,679人

計算期間
自 令 和 ７ 年 ４ 月
至 令 和 １ ２ 年 ３ 月

（５年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

135,390 133,145 133,145

0

4,625 11,576 11,576

140,015 144,721 0 144,721

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

-

諸 手 当 -

福 利 費 -

2,050 2,903 2,903

664 410 410

-

21,024 8,517 300 8,217

6,097 2,006 2,006

29,835 13,837 300 13,537

給 料 7,866 8,450 4,225 4,225

諸 手 当 -

福 利 費 -

21,892 17,035 17,035

1,991 4,013 4,013

102,759 117,107 4,225 112,882

31,409 29,912 4,487 25,425

261,458 259,315 194,486 64,829

-

292,867 289,227 198,973 90,254

425,461 420,171 203,498 216,673

216,673

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.61

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

小 計

一

般

管

理

費

人
件
費

委 託 料

そ の 他

除 却 費

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

使用料で賄うべき経費に対する使用料収入の割合は61％程度となる予想である。今後、人口減少に伴い使用料収入の減少が見込ま
れ、経営状況はより厳しいものとなることが予想される。資産維持費については本来必要であるが、使用料収入で経費をまかなえてい
ないことから、当該算定において見込んでいない。以上を踏まえ、独立採算による経営を行うために、使用料水準の見直しについて検
討する必要がある。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。



経費回収率向上に向けたロードマップ

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和２年７月 21

日付け国水下企第 34 号)に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。

経費回収率向上に向け、下水道使用料の検証を行った結果、河南町が今後も国庫補助を受け続ける

ためには下水道使用料の改定が必要になることが見込まれました。

今後、経費回収率８０％以上を達成するために、下水道使用料の改定を含めた経営改善を考えてい

く必要があります。

また、毎年度計画数値と決算を比較することで、どの程度乖離が生じているかを把握し、重要指標

による評価を行い、経営の適切性について検証していきます。

（１）経営戦略の目標

本町の下水道事業が将来にわたり持続的・安定的な汚水処理サービスを提供し続けていくには、

財政状況を健全に保ちながら、計画的な投資を進めるために、計画期間中の経営目標を以下のとお

り設定しました。

指標等
令和 6 年度

（実績）

令和 12 年度

（目標）

令和 17 年度

（目標）

経常収支比率（％） 100.00％ 100%以上 100%以上

経費回収率（％）

（料金改定が行えた場合）
67.26％

70％以上 80％以上

経費回収率（％）

（料金改定が行えなかった場合）
80％以上 80％以上

経常収支比率を引き続き 100％以上を維持します。また、経費削減の取組み、下水道使用料の

改定等によって、経費回収率の改善を図ります。

（２）経営戦略の事後検証

経営戦略の計画期間は令和 2 年度から令和 12 年度の 10 年間ですが、「経営戦略策定ガイドライ

ン」（総務省）では、その推進にあたり毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに、３年か

ら５年に一度見直し（ローリング）を行う必要があるとされています。

（３）経費回収率向上に向けたロードマップの推進と点検、進捗管理の方法

経費回収率向上に向けたロードマップの推進のため、毎年度目標指標の達成状況を把握すること

で進捗管理を行います。

また、少なくとも５年に一度、下水道使用料改定の必要性について検討するなどして下水道事業

の持続可能性の確認を行います。また、「計画（Plan）－実施（Do）－検証（Check）－見直し

（Action）」を導入し、目標の達成状況等の確認や、改善策及び使用料改定の水準にかかる検証を

行います。



（４）経費回収率向上に向けたロードマップ



経営比較分析表（令和5年度決算）
大阪府　河南町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

25.26 586.50 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cc1 非設置

普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

14,815

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

・令和5年度の経常収支比率は100％に近い値である
が、収支不足を補うために一般会計からの繰入金を
受け入れていることが主な要因である。
・累積欠損金比率は発生していない。
・流動比率について、過去に実施した下水道整備の
投資に対する企業債の返還が大きいことが、類似団
体平均値より低い要因である。令和5年度は過年度
より増加しているが、未払金の増加による年度末現
金の増加に伴うものである。
・企業債残高対事業規模比率は、グラフでは
318.32%となっているが、令和7年1月末日精査の結
果、本来の値は1471.06%である。理由としては、計
上すべき数値の違算によるものである。類似団体平
均値より高い数値であるが、新規下水道事業整備箇
所の減少に伴い、企業債の新規発行が抑制されるの
で、今後は減少していく見通しである。
・経費回収率は類似団体平均値より低い数値であ
り、使用料の改定を考えていく必要がある。
・汚水処理原価は、本町の下水道は独自の終末処理
場を持たない流域関連公共下水道のため、類似団体
平均値より低い数値となっている。
・施設利用率について、本町は単独の処理場を持た
ないため、対象はない。
・水洗化率は、供用開始地区の水洗化促進に伴い、
類似団体平均値と比較して高い数値となっている。

資金不足比率(％)

- 62.68 82.09 95.87 1,826

自己資本構成比率(％)

12,067 3.37 3,580.71 【】 令和5年度全国平均

・有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値と比
べて低い数値となっている。これは平成31年度より
公営企業会計を導入していることから、減価償却類
計額を5年分のみ計上しているからであり、今後は
下水道施設の老朽化に伴い、上昇する見込みであ
る。
・管渠改善率は、長寿命化計画の終了に伴い、類似
団体平均値より低い数値となっている。

2. 老朽化の状況

全体総括

・本町の下水道整備は概成に近付いており、既存の
管渠施設については相当年数が経過している。老朽
化する下水道施設については今後も、調査・点検・
更新を行っていく。
・下水道事業経営は、流動比率が類似団体平均値を
下回っていることから分かるように、令和5年度に
おいても現金の確保に苦慮し、年度末には一時借入
金で対応した。令和6年度についても同様の傾向と
なることが予想される。こうした状況においても、
安定した経営を継続していくため、令和2年度に策
定した下水道経営戦略を基に、経営の効率化を進め
ていく。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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1.00

1.50

2.00

2.50

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.00 0.00 0.10 0.17 2.08

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 53.44 43.71 45.94 29.34 18.41

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 16.55 22.50 26.14 18.92 41.60

平均値 47.03 40.67 47.70 50.59 74.79

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 1,552.84 1,775.68 1,579.34 1,536.79 318.32

平均値 1,001.30 1,050.51 1,102.01 987.36 767.56

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 68.38 66.38 64.14 65.97 68.79

平均値 81.88 82.65 82.55 83.55 90.23

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 150.00 150.00 155.58 150.57 147.85

平均値 187.55 186.30 188.38 185.98 170.20

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - -

平均値 50.94 50.53 51.42 48.95 56.51

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 95.28 95.33 95.72 95.61 96.02

平均値 82.55 82.08 81.34 81.14 90.62

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.91】 【3.03】 【78.43】 【630.82】

【95.91】【58.94】【138.75】【97.81】

【41.09】 【8.68】 【0.22】



・有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値と比
べて低い数値となっている。これは平成31年度より
公営企業会計を導入していることから、減価償却類
計額を5年分のみ計上しているからであり、今後は
下水道施設の老朽化に伴い、上昇する見込みであ
る。
・管渠改善率について、本町の特定環境保全公共下
水道は平成9年度に供用開始後、約25年経過してい
るが、法定耐用年数が近づくまで時間があり、管渠
改善については実施していない。

2. 老朽化の状況

全体総括

・本町の下水道整備は概成に近付いており、既存の
管渠施設については相当年数が経過している。老朽
化する下水道施設については今後も、調査・点検・
更新を行っていく。
・下水道事業経営は、流動比率が類似団体平均値を
下回っていることから分かるように、令和5年度に
おいても現金の確保に苦慮し、年度末には一時借入
金で対応した。令和6年度についても同様の傾向と
なることが予想される。こうした状況においても、
安定した経営を継続していくため、令和2年度に策
定した下水道経営戦略を基に、経営の効率化を進め
ていく。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

1,767 0.52 3,398.08 【】 令和5年度全国平均

処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

・令和5年度の経常収支比率は100％に近い値である
が、収支不足を補うために一般会計からの繰入金を
受け入れていることが主な要因である。
・流動比率について、過去に実施した下水道整備の
投資に対する企業債の返還が大きいことが、類似団
体平均値より低い要因である。令和5年度は前年度
に比して約21%減少しているのは、未払金の減少に
よる年度末現金の減少に伴うものである。
・企業債残高対事業規模比率は、グラフでは
2226.39%となっているが、令和7年1月末日精査の結
果本来の値は1423.24%である。理由としては、計上
すべき数値の違算によるものである。類似団体平均
値より高い数値であるが、新規下水道事業整備箇所
の減少に伴い、企業債の新規発行が抑制されるの
で、今後は減少していく見通しである。
・経費回収率は資本費の減少に伴い上昇している。
使用料収入の増減の影響もあり、70%前後で推移す
ると考えられるため、使用料の改定を考えていく必
要がある。
・汚水処理原価は、本町の下水道は独自の終末処理
場を持たない流域関連公共下水道のため、類似団体
平均値より低い数値となっている。
・施設利用率について、本町は単独の処理場を持た
ないため、対象はない。
・水洗化率は、供用開始地区の水洗化促進に伴い、
類似団体平均値と比較して高い数値となっている。

資金不足比率(％)

- 42.71 12.02 91.38 1,826

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

14,815

処理区域内人口(人)

25.26 586.50 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 非設置

経営比較分析表（令和5年度決算）
大阪府　河南町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.36 0.39 0.10 0.08 0.06

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 101.68 97.52 99.93 102.22 99.33

平均値 102.73 105.78 106.09 106.44 107.11

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 3.14 6.26 9.10 11.95 14.99

平均値 24.68 21.36 22.79 24.80 26.77

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 8.62 0.01 0.01 0.02 0.07

①経常収支比率(％)

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 2.50 2.84 0.00 0.00

平均値 94.97 63.96 69.42 72.86 69.54

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 6.32 6.53 37.56 34.51 13.39

平均値 47.72 44.24 43.07 45.42 50.63

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 1,616.27 3,710.85 3,272.58 2,970.42 2,226.39

平均値 1,206.79 1,258.43 1,163.75 1,195.47 1,168.69

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 59.57 61.68 56.52 69.32 70.35

平均値 71.84 73.36 72.60 69.43 70.71

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 150.00 150.00 170.94 149.81 144.21

平均値 228.47 224.88 228.64 239.46 233.15

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - -

平均値 42.47 42.40 42.28 41.06 42.09

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 92.58 91.62 94.00 92.15 88.91

平均値 83.75 84.19 84.34 84.34 84.73

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.09】 【65.73】 【48.91】 【1,156.82】

【86.21】【43.28】【215.73】【75.33】

【29.62】 【0.09】 【0.11】




